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研究成果の概要： 

 本研究は、サンフランシスコ講和条約発効後から 1958 年の日本人戦犯完全釈放までを対象時

期としたうえで、日本人戦犯釈放をめぐる国際関係と政治過程を実証的に分析するものである。 

その目的は、講和条約発効後の戦犯釈放に関する旧連合国側の政策決定過程を仔細に検討し、

いまだ不分明な 1950 年代における日本人戦犯釈放の政治過程に関する諸事実を発掘、解明する

ことにある。裁判後の戦犯処理は、従来の戦犯裁判研究において看過されてきた問題であり、

本研究は、日本人戦犯釈放問題に内外で初めて本格的かつ総合的な分析を加えるものと位置づ

けられる。 

本研究課題については、厳密な意味での先行研究は存在せず、1950 年代の戦犯釈放問題とい

う研究上の空白を埋める役割が認められる。研究期間を通じて多数の一次資料・情報の入手、

系統的な分析作業を行ない、講和条約発効後の戦犯釈放に関する旧連合国諸政府の対応がかな

りの程度、解明された。 

 それ以前の時期、すなわち占領期の戦犯釈放に関しては、本研究計画の開始前に連合国側の

政策決定過程を中心に検討ずみであり、それを本研究の成果と接合することで、占領期から講

和条約発効後を通じた連合国側の戦犯釈放政策が明らかとなった。 
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１．研究開始当初の背景 

研究代表者のかねての研究テーマは東京

裁判である。その研究を進める過程で、東京

裁判をアメリカが世界大に展開した戦争犯

罪処罰計画の一部としてとらえる必要性を

見出し、戦犯裁判の終結までを解明した。そ

して、その延長線上で、日本占領の後半期に

おいて日本人既決戦犯（Ａ級・ＢＣ級）が釈

放されており、しかし、この問題が未解明の

戦後日本政治外交史上の重要な検討課題で

あることが判明した。 

 こうして、戦犯釈放問題が申請者のもう一

つの研究課題となるにいたり、平成13年度～

16年度科学研究費補助金基盤研究Ｃ(2)の助

成（研究課題名「戦犯釈放の政治過程と戦後

外交」）によって、占領期における戦犯釈放

過程を検討することとなった。そこでは、主

として連合国諸政府、ＧＨＱの政策決定に力

点を置きながら釈放問題の発生とその展開

が解明された。 

 本研究計画は、以上のような背景と成果を

ふまえ、サンフランシスコ講和条約発効後、

すなわち日本の主権回復後における戦犯釈

放問題を実証的に検討するものである。 
 
２．研究の目的 

わが国における従来の戦犯裁判研究は、イ

デオロギー、ナショナリズム、善悪の判断基

準、感情論を先行させがちであった。 

本研究の特徴は、こうした研究状況におい

て、性急な価値判断よりも具体的現象の因果

関係を重視し、一次資料の綿密な分析によっ

て「事実」の発掘と不明点の解明に努め、バ

ランスのとれた議論を獲得することにある。 

第二次大戦後の日本人戦犯問題は、日本占

領の後半期から「釈放」という新しい段階に

入った。対日講和が発効した 1952 年 4 月現

在、旧連合国諸政府が拘禁する日本人戦犯は

1244 名、これら戦犯は 1958 年末までに赦

免・仮釈放等を通じて全員釈放された。しか

し、この間の戦犯処理がいかに展開したのか

は、ほとんど不明であった。 

 研究代表者は、すでに占領後期の戦犯釈放

問題の検討を終えており、本研究はその延長

線上に位置するものである。 

本研究の目的は、従来見過ごされてきた裁

判後の戦犯処理問題を解明するという研究

計画の一部として、サンフランシスコ講和条

約発効後から 1958 年の戦犯完全釈放までの

時期を対象にして、戦犯釈放に関する旧連合

国諸政府の政策と対応について分析し、戦犯

釈放過程の諸事実を解明することにある。 

さらに、講和後の国際関係における戦犯処

理問題を解明することは、「戦争－占領－講

和後」の国際関係の変容を示すことに通じる

点で、戦後日本の政治外交史の理解にも貢献

するものとなる。 

 
３．研究の方法 

 本研究の基本的な方法は、信頼に値する一

次資料の広範な収集、その系統的な整理と綿

密な分析ということに尽きる。分析の焦点は、

連合国諸政府の政策決定と相互作用、圧力集

団・各国世論の役割等に当てられる。 

この点における方法上の学術的特色は、マ

ルチ・アーカイヴァルな分析である。 

そのうえで、インドやオーストラリア等の

中小国をも含めたマルチラテラルな国際関

係にも分析を加えた。 



 

 

 また、とりわけクロス・ナショナルな政策

対立という側面に注目した。赦免ないし釈放

を求める主張は日本側だけでなく、旧連合国

側にも存在しており、その意味で釈放をめぐ

る賛成論と反対論の対抗はクロス・ナショナ

ルなものであった。 

さらにいえば、日本と同じ立場にあった西

ドイツの戦犯釈放が日本の事例とパラレル

に進行しており、それ自体、未解明な点が多

い。本研究は、この問題にも注意を払い、日

独比較の視点を加えるという方法をとった。

その結果、アメリカの対日政策と対独政策の

あいだに相関関係があることが確認された。 

 
４．研究成果 

内外の公刊・未公刊一次資料を収集したう

えで、逐次、分析を加え、系統的な理論化を

はかった。 

 そもそも「赦免（clemency）」とは通常の

刑事手続きであって、「裁判の正当性」と矛

盾するものではない。しかしながら戦犯とい

う特殊事例の場合、勝者と敗者の権力関係が

存在するがゆえに「赦免」と「裁判の正当性

（＝拘禁継続）」のあいだには緊張関係が生

じざるをえない。 

本研究は、それゆえ「赦免」と「裁判の正

当性」を政策対立ととらえ、そのディレンマ

の内実を検討した。とくにクロス・ナショナ

ルな政策対立に注目した結果、アメリカ国内

に賛成論（急進論）と反対論（漸進論）があ

り、日本側の釈放論と同軌にある賛成論は対

日関係を重視し、反対論はドイツ戦犯釈放へ

の影響を懸念する立場と密接であったことな

どが知見として得られた。 

また講和条約発効（日本の主権回復）後に

おけるアメリカの政策には３度の転換があ

り、そのたびごとに対日関係に配慮するため

に戦犯釈放に拍車がかかったこと、西側諸国

の政策決定においてソ連・北京政府の「戦犯」

問題および「平和攻勢」への対抗が重要な要

因であったことも解明された。 

他方、日本側の動向については、国家間の相

互作用はもとより、主権回復直後の日本人の

大多数が戦犯釈放に好意的であったという

「印象」を得たことが重要であった。ただし、

この点については、国会や政府以外の日本社

会、世論を今後、さらに実証的に検討するこ

とが必要だと考えている。 

また、1950年代半ば、仮出所したＡ級戦犯

の荒木貞夫、橋本欣五郎らがメディアを通じ

て所感を発信したことに対して、国務省筋が

日本の新聞に見解を述べるといった興味深

い情報も得られた。 

以上のような本研究の成果の一部は、日暮

吉延著『東京裁判』（講談社現代新書、2008

年、第30回サントリー学芸賞受賞）の第７章

「戦犯釈放はいかにして始まったのか」（31

5～356頁）、第８章「なぜＡ級戦犯は釈放さ

れたのか」（357～390頁）において公表され

た（本研究の成果の具体例については、この

業績を参照）。 

 ともあれ、本研究計画の実施によって、裁

判後の戦犯処理という従来看過されてきた

問題の解明が大きく前進したものと考えら

れる。 
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